第5号様式(第8条関係)
(表面)
事業用大規模建築物新築等減量計画書兼事業系廃棄物保管場所設置届
	(宛先)　　京都市長
	年　　　　月　　　　日　　

	提出者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
	提出者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者名)
電話　　　　　―　　　　　　
担当者の氏名
電話　　　　　―　　　　　　



	　京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第24条第1項及び第25条第3項の規定により提出します。

	新築等に係る建築物に関する事項
	名称
	　

	
	所在地
	　

	
	床面積の合計
	平方メートル　

	
	当該床面積のうち、事業の用に供する部分の床面積の合計
	平方メートル　

	
	構造
	造　　地下　　階　地上　　階建て　

	
	新築等に係る建築物において行うことが予定される事業
	事業の内容
	床面積

	
	
	　
	平方メートル

	
	
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	食品製造加工場の有無
	　□有(　　　　　箇所　　　　平方メートル)
　□無

	
	敷地の面積
	平方メートル　

	
	工事着手予定年月日
	年　　　　月　　　　日　　

	
	工事完了予定年月日
	年　　　　月　　　　日　　

	
	使用開始予定年月日
	年　　　　月　　　　日　　

	廃棄物の保管場所に関する事項
	再生利用をする廃棄物の保管場所
	数量
	箇所　　　　　平方メートル　

	
	
	保管に用いる容器
	種類
	　

	
	
	
	数量
	　

	
	
	設備
	水栓　□有(　　箇所)　□無
排水設備　□有(　　箇所)　□無
照明設備　□有(　　箇所)　□無

	
	再生利用をしない廃棄物の保管場所
	数量
	箇所　　　　平方メートル　

	
	
	保管に用いる容器
	種類
	　

	
	
	
	数量
	　

	
	
	設備
	水栓　□有(　　箇所)　□無
排水設備　□有(　　箇所)　□無
照明設備　□有(　　箇所)　□無



(裏面)
	事業用大規模建築物新築等減量計画に関する事項
	廃棄物の種類及び発生量の見込み
	種類
	1年当たりの発生量の見込み

	
	
	厨芥類かい
ちゅう

(生ごみ)
	トン

	
	
	廃食用油
	

	
	
	紙又は紙製品
	

	
	
	缶
	

	
	
	ガラスびん
	

	
	
	ペットボトル
	

	
	
	プラスチック類
	　

	
	
	燃やすごみ
	　

	
	
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	廃棄物の発生抑制等の方策等に関する事項
	発生抑制及び再使用の取組
	　

	
	
	再生利用の方策
	　


注1　該当する□には、レ印を記入してください。
　2　「食品製造加工場」とは、食品を製造し、又は加工するために使用する建築物の部分をいいます。
　3　「燃やすごみ」とは、事業活動に伴って生じる一般廃棄物(紙又は紙製品が一般廃棄物となったもののうち、再生利用をすることができるものを除く。)のうち、再生利用をすることが不可能又は困難であるため本市の一般廃棄物処理施設へ受け入れるものをいいます。
　4　「廃棄物の発生抑制等」とは、廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用をいいます。
